
		
[bookmark: _Hlk216870861]学校改築事業コンストラクション・マネジメント（CM）業務委託プロポーザル実施要領


１　目的
この要領は、学校改築事業コンストラクション・マネジメント（CM）業務を担う事業者をプロポーザル方式により選定するため、必要な手続等について定めるものである。
[bookmark: _Hlk216871221]学校改築事業は、「墨田区学校改築基本計画（令和８年３月策定予定）」に基づき、令和８年度から令和１７年度にかけて、５校の改築に着手する予定としており、計画的な改築実施が必要である。
　　よって、本業務は、改築各校の設計を実施するための改築計画の検討を行い、設計業務を委託する際の設計与条件の作成を実施する。設計業務開始後は、設計業務が円滑かつ手戻りが無いよう技術力支援、コスト管理及び工程管理を実施し、各校を横断的に調整・管理することで発注者を支援する。また、令和１２年度には、「学校改築基本計画」の中間改定及び「学校施設長寿命化計画」の改定を検討しており、各校を横断的に調整・管理することで蓄積した情報を事業計画の改定に生かす支援を実施する。
上記改築計画検討及び設計与条件作成は、敷地条件や改築条件を検討する改築内容の計画を工期とコストを見える化しながら、課題検討を行い、適正工期及びコストでの事業実施を計画する。
設計業務開始後は、設計者側にコスト管理意識の向上を促しながら、技術面においては確認、コスト及び工程面においては管理を行うことで計画通りの事業運営を実施する。なお、常に工事発注を見据えながら、情勢等の把握に努め、適正コストでの発注ができるように積算に関しても積極的に支援を実施する。　
学校改築基本計画中間改定支援業務は、各校での条件整理業務や設計支援業務での課題や問題点を整理し、内容を蓄積した上で事業計画を見直すための資料を作成する。
なお、当委託を通して、改築事業及び学校管理を担当する区職員が継続して事業運営を行うことが出来る体制作りや仕組み作りを進める予定であり、最終的には、区単独でも事業が継続できることを意識した業務運営を期待している。
　　このような業務内容から、本プロポーザルに当たっては、本業務内容の特性等を十分に理解し、豊富な経験や能力を有する優れた受託者を選定することを目的とする。

２　件名
[bookmark: _Hlk221549183]学校改築事業コンストラクション・マネジメント（CM）業務委託

３　業務内容等
⑴　業務概要　　別紙「学校改築事業コンストラクション・マネジメント（CM）業務委託説明書」のとおり
⑵　提案限度価格　　２７，９５８，０００円（税込）
⑶　委託期間
契約締結の日から令和９年３月３１日までとする。
なお、令和９年度以降、中間改定時（令和12年度改定予定）までについては、業務の継続性等の観点、課題や問題点を改定に反映させることを踏まえ、本委託契約の履行状況等を勘案したうえで、学校改築事業CM業務について、随意契約により業務委託できるものとする。

４　プロポーザルの実施方法
当該業務委託は、プロポーザルによって委託候補者を選定する。なお、参加を希望する事業者は、この要領の定めるところにより、参加表明書及び企画提案資料を提出すること。
⑴　参加資格
プロポーザルに参加を希望する事業者は、次に掲げる要件の全てを満たしていること。
ア　過去10年以内に、国又は地方公共団体から委託を受け、基本計画・調査、発注（設計業務受託者選定）、基本設計・実施設計、発注（工事受注者選定）のCM業務及び学校等の改築基本計画策定支援の業務を行った実績があること。
イ　当該業務を円滑に遂行できる人的・物的能力及び財務能力を有していること。
ウ　法人格を有する団体であり、法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
エ　地方自治法施行令第167条の４に規定する団体に該当しないものであること。
オ　墨田区指名競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱に基づく指名停止期間中でないこと。
カ　いずれの自治体等においても指名停止を受けていないこと。
キ　建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務所の登録をしていること。
ク　墨田区暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団でないこと。
ケ　墨田区暴力団排除条例第７条に定められた暴力団関係者の関与の防止措置を講ずる対象となるため、参加事業者は「反社会的勢力でないことの表明、確約に関する同意書」を提出すること。
コ　代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと。
サ　会社更生法に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
シ　対象業務における区での競争入札参加資格を有していること。
　　ス　墨田区契約における暴力団等排除措置要綱による入札参加除外措置を受けて
　　　いないこと。
⑵　参加表明書の提出
ア　提出期限　　令和８年２月２０日（金）12時まで
イ　提出書類　　プロポーザル参加表明書（様式１）
ウ　提出部数　　１部
エ　提出方法　　「10　問合せ先及び受付窓口」へ持参又は郵送（簡易書留）
⑶　企画提案資料の提出
ア　提出期限　　令和８年３月２日（月）12時まで
イ　提出書類
	書類
	様式

	企画提案書等提出届
	様式２

	企画提案概要書
	様式３

	企画提案書
	任意様式（Ａ４）
※別添「学校改築事業コンストラクション・マネジメント業務委託業務企画提案事項」を参照の上作成すること。

	業務実施体制調書
	様式４

	業務工程表
	任意様式（Ａ４）

	見積書及び見積内訳書
	任意様式（Ａ４）

	法人概要書
	様式５（パンフレット等がある場合は添付）

	業務実績書
	任意様式（Ａ４）

	同意書
	様式６


ウ　提出部数　　９部（正本１部、副本８部）（副本：企画提案書等提出届、法人パンフレット及び同意書を除いたもの。）
エ　提出方法　　「10　問合せ先及び受付窓口」へ持参又は郵送（簡易書留）。
なお、持参する場合は、事前に受付窓口に連絡し、日程調整を行うこと。

５　候補者の選定
⑴　審査方法
　　参加事業者から提出された企画提案資料について、事業者選定審査会（以下「審査会という。」）において審査を行い、最も優れた企画提案を決定し、その提案を行った事業者を委託候補者として選定する。
　ア　１次審査（書類審査）
　　　提出された企画提案が５件以上の場合は、１次審査を行う。１次審査では、審査員が各事業者の企画提案資料の内容を採点し、審査員全員による評価点の合計が高い順に４件を選定する。１次審査の結果については、令和８年３月１１日（水）以降に原則として文書で通知する。
　イ　２次審査（プレゼンテーション審査）
　１次審査で選定された企画提案について、その提案を行った事業者（１次審査を実施しない場合は全ての参加事業者）を対象に２次審査を行う。
２次審査では、各事業者が企画提案資料に基づきプレゼンテーションを行い、
審査会において審査を行い、審査員がその内容を採点する。この審査において、
基準点以上で評価点が最も高い提案を行った事業者を候補者として選定する。
なお、２次審査の日程は令和８年３月１９日（木）［予定］とし、別途詳細を通
知する。
⑵　審査基準
	評価項目
	主な内容

	業務実績
	・類似業務の経験や実績は豊富であるか

	執行体制、担当者の能力
	・業務の執行体制・人員は適切か

	資料作成能力
	・資料等は明瞭かつ簡潔であるか
・読みやすく、理解しやすい資料であるか

	業務提案能力
	・企画提案内容が区の意向に適しているか
・企画提案内容に説得力があるか
・企画提案内容は有効なものか

	実施費用
	・実施費用が業務内容に対して妥当か

	プレゼンテーション力
（２次審査のみ）
	・業務への意欲や熱意が感じられるか
・説明や質問への応答などは適切か



６　企画提案に係る質問の受付及び回答
企画提案資料の作成に当たり、質問がある場合は、電子メールによって行うこと。その際、メール本文に担当部署・担当者名、電話番号、メールアドレス等を記載すること。なお、電話による質問の受付は一切行わない。また、質問への回答は、競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれのあるものを除き、参加表明書を提出した全ての事業者へ電子メールで通知する。
1 　提出期限　　令和８年２月２４日（火）12時まで
2 　回答予定　　令和８年２月２６日（木）

７　契約手続
⑴　契約の締結
審査会で選定された候補者は、企画提案資料に基づき、本区と詳細な内容について協議を行った上で、墨田区契約事務規則（昭和39年墨田区規則第11号）に従い、予算の範囲内において契約を締結する。
⑵　次順位者の繰上げ
候補者と契約を締結することができない事由が生じた場合は、審査において次順位以下となった提案を行った事業者のうち、評価点が上位であった者を繰り上げる。

８　スケジュール
	実施要領の公表
	令和８年２月１３日（金）

	参加表明書の提出期限
	令和８年２月２０日（金）12時まで

	質問の受付期限
	令和８年２月２４日（火）12時まで

	質問の回答予定
	令和８年２月２６日（木）

	企画提案資料の提出期限
	令和８年３月２日（月）12時まで

	１次審査結果の通知
	令和８年３月１１日（水）以降

	２次審査の実施
	令和８年３月１９日（木）［予定］

	候補者決定の通知
	令和８年３月下旬以降

	契約締結
	令和８年４月１日(水)以降



９　その他
⑴　企画提案資料の作成及びプロポーザルへの参加に当たって必要な費用は、参加する事業者の負担とする。
⑵　参加表明書の提出があった場合において、提出期限までに企画提案資料の提出がないときは、参加の意思がないものとみなす。
⑶　企画提案資料の分割提出は認めない。
⑷　提出期限後における書類の差換え及び修正は認めない。
⑸　審査に当たり、追加書類の提出を求める場合がある。
⑹　提出された書類は返却しない。
⑺　当該プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、墨田区情報公開条例に基づき、非公開情報を除き、提出書類を開示する。
⑻　本業務委託に係る事業費を計上した令和８年度当初予算は、現時点で未成立であるが、本案は同年度における事務事業を円滑に進めるため、事前に事業者募集を実施するものであることを承諾の上、参加すること。
[bookmark: _Hlk216871058]⑼　令和８年３月策定予定の「墨田区学校改築基本計画」に基づき実施する本業務は、令和８年度から令和１２年度までの期間での実施を検討しており、年度毎に実施する業務を選定し、契約を予定している。なお、経費上限については、令和８年度に実施する「改築計画検討及び設計与条件作成業務」及び「設計者選定業務」の契約を予定し、設定している。また、「基本・実施設計ＣＭ業務」や「改築基本計画中間改定及び長寿命化計画改定支援業務」については、現段階での見積書を作成すること。なお、令和９年度以降の契約額については、本見積書で算出した額を基に、業務内容や人件費上昇等を踏まえ算出した額を、年度毎に協議し、決定することとする。
　
10　問合せ先及び受付窓口
墨田区教育委員会事務局庶務課施設担当
〒130-8640　東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話番号：03-5608-6313（直通）　
電子メール：SYOMU@city.sumida.lg.jp
5

